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模倣品・海賊版対策アクションプラン２００６ 
 
 
２ ０ ０ ６ 年  ９ 月 １ ５ 日 
模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議決定 

 
 

模倣品・海賊版問題の深刻さにかんがみ、「知的財産推進計画２００６」に

基づく今後の関係各省の具体的な取組を「模倣品・海賊版対策アクションプラ

ン２００６」としてとりまとめ、「模倣品・海賊版ゼロの日本」を目指して、

政府一丸となった対策を強力に推進するものとする。 

なお、「模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」構想の実現に向けた取組、及

び国民への啓発活動の強化については、別に決定したところによるものとする。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．外国市場対策  

 

１．侵害発生国・地域への対策強化 

①  模倣品・海賊版の仕出、販売の多いアジア地域をはじめ様々な地域で知

財担当官会議を開催し、ジェトロや民間企業関係者等との意見交換等を通

じ、知財担当官の知財侵害問題に対する専門性を高めつつ、在外公館と関

係機関との協力体制を強化する。 

【外務省】 

②  アジア等の模倣品被害発生地域におけるジェトロ事務所等を活用し、模

倣品対策に関する情報提供、相談事業を行うとともに、２００６年度末ま

でに模倣品対策マニュアルの改訂版を作成し、現地の産業財産関連法制度

に係る情報提供を強化する。 

【経済産業省】 

 

２．他国・地域との連携強化 

①  ２００６年１１月に、韓国捜査当局と密輸・密売等に関する情報交換会

議を実施する。また、今後とも引き続き、侵害発生国・地域の当局とＩＣ

ＰＯ等を通じ、継続的に情報交換を実施する。 

【警察庁】 

② 税関相互支援協定等の枠組みを通じ、外国税関当局との一層の連携強化

を進めるとともに、新たな税関相互支援協定等の締結に向けた取組を推進
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する。特に、２００６年４月に署名に至った中国及び韓国（２００４年１

２月、協定署名）との税関相互支援協定を効果的に活用する。また、「日

中税関密輸情報交換実務者会合」及び「日韓税関密輸情報交換実務者会合」

において、模倣品・海賊版の密輸防止に向けた情報交換や二国間での協力

のあり方について意見交換を行う。 

【財務省】 

③  アジア地域における著作権侵害発生国との二国間協議を実施してきて

おり、２００６年１１月には新たに韓国と二国間協議を実施する。 

【文部科学省】 

④ ＥＰＡ交渉の場を活用し、相手国の品種保護制度の整備・充実に対する

働きかけを行う。また、２００６年１１月に、農林水産省主催による「育

成者権行使に関するワークショップ」を開催し、各国の制度・侵害対策に

関する情報交換を行うことにより、育成者権行使に係る国際的な認識を深

める。 

【農林水産省】 

⑤ ２００６年３月、「日本国経済産業省と米国商務省との間の知的財産権

の保護及び執行とその他のグローバルな課題への協力強化のための共同

イニシアティブ」を発表したが、これを踏まえ、知的財産権が侵害されて

いる企業への支援の取組や見本市における知的財産権の保護及び執行等

について米国商務省と情報交換を行う等、フォローアップを行う。 

【経済産業省】 

 

３．模倣品・海賊版対策の能力構築（キャパシティ・ビルディング） 

①  ２００６年に、社団法人発明協会及び著作権情報センターが実施する次

の研修等に講師を派遣し、模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する。 

２００６年 ９月 JICA/APEC知的財産権研修 
１０月 WIPO/ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧﾝﾄﾞ知的財産権研修 
１１月 東京特別研修 

【警察庁】 

 ②  主としてアジア大洋州地域の開発途上国の税関職員を対象に、知的財

産侵害物品の効果的な水際取締りに関する受入研修（２００６年１２月

実施予定）及び我が国税関職員等の専門家の現地派遣（フィリピンを予

定）を実施するとともに、ＷＣＯ（世界税関機構）と協力した地域セミ

ナー等の実施により能力構築を積極的に行う。 

【財務省】 

③  世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）と共同で、アジア地域著作権制度整備

事業（ＡＰＡＣＥプログラム）を引き続き実施する。また、２００６年１

０月にアジア諸国の一般国民を対象として開発した著作権教材「Asian 
Copyright Handbook」を使用したワークショップをモンゴルで、２００
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７年３月にアジア・太平洋 著作権・著作隣接権セミナーを東京でそれぞ
れ開催する。 

【文部科学省】 

④  アジア地域の植物新品種保護制度の整備促進を目的として、植物新品種

保護国際同盟（UPOV）を通じ、２００６年９月に中央アジアを対象とし
たセミナー、２００６年１１月にアジア地域会合を開催する。 

【農林水産省】 

⑤  ２００６年１０月以降、中国国家知識産権局審査官向け技術説明会、中

国地方取締機関向けセミナーを開催予定。併せて、アジア諸国でのエンフ

ォースメントセミナー、アジア諸国等からの研修生受入れを順次実施する。 

【経済産業省】 

 

 

Ⅱ．水際における取締り  

 

１．個人輸入等の取締り強化 

①  税関により発見された侵害疑義物品が１個の場合でも、原則として認定

手続を執り、輸入者及び権利者から提出される証拠や意見等に基づき判断

することを通達改正により明確化し、２００６年７月から施行しており、

同年７～８月の認定手続開始件数（４３８０件）は、前年同期と比べ２倍

近く大幅に増加している。今後、改正通達に基づいた適正な取締りを徹底

するとともに、必要に応じ、運用や制度の見直しを行う。 

【財務省】 

②  輸出入取引審議会企画調整部会の中間取りまとめ（２００６年６月９

日）において、模倣品・海賊版の個人輸入の問題について論点整理を行っ

た。今後、これを踏まえ、必要に応じ、２００６年度中に制度整備等具体

的対応を行う。 

【経済産業省】 

 

２．専門性を伴った侵害判断を行う制度整備 

①  ２００６年度関税改正において、法律的・技術的専門性を伴った侵害

判断を行うため、差止申立ての際及び認定手続の際に、税関が必要に応

じ知的財産に関し学識経験を有する者を事案ごとに専門委員に委嘱して

意見を聴く制度を導入し、２００６年４月から施行している。また、差

止申立ての受付時にその内容を公表し、輸入者等から意見が出された場

合は専門委員に意見を聴くこと等を内容とする通達改正を行い、２００

６年７月から施行している。今後、専門委員制度の定着を図るとともに、

必要に応じ、運用や制度の見直しを行う。 
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【財務省】 

 ②  輸出入取引審議会企画調整部会の中間取りまとめ（２００６年６月９

日）において、知的財産権侵害品の水際手続きの改善について、論点整

理を行った。今後、当事者の手続的地位を保障した、専門性、透明性の

ある侵害判断を行う制度の在り方について、更に検討を深め、必要に応

じ、具体的措置を講じる。 

【経済産業省】 

 

３．税関による取締りの強化 

①  税関における知的財産権侵害物品の迅速な没収を可能とするための方

策について検討し、必要に応じ、制度改正を行う。 

【財務省】 

②  ２００６年度関税改正において、知的財産法において輸出（積戻しを含

む）が侵害行為となることを前提に、育成者権、特許権、実用新案権、意

匠権又は商標権を侵害する物品及び不正競争防止法違反物品の輸出取締

りを導入している。更に、著作（隣接）権について、輸出に関する規定を

整備するための著作権法改正を踏まえ、著作（隣接）権を侵害する物品の

輸出取締り対象への追加のための所要の改正法案を国会に提出する。 

【財務省】 

③  文化審議会著作権分科会において、水際取締りに係る著作権法の在り方

について検討・結論を得たところであり、今後、税関が著作権を侵害する

物品の輸出に関しても水際で取締りが実施できるよう、早期の国会に著作

権法の改正案を提出する。 

【文部科学省】 

④  特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する物品の輸入に関して、関税法

に基づく意見照会に対応していくとともに、意匠法等一部改正法が施行さ

れる２００７年１月１日以降は上記物品の輸出についても対応していく。 

                            【経済産業省】 

 

 

Ⅲ．国内における取締り  

 

１．インターネットオークション対策 

２００６年９月、有識者、電気通信事業者団体、権利者等からなるプロバ

イダ責任制限法ガイドライン等検討協議会発信者情報開示ＷＧが設置され

たところであり、今後、同ＷＧにおける発信者情報開示ガイドラインの検討

を支援し、２００７年３月頃を目途にガイドラインを策定する。 

【総務省】 
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２．警察等による取締強化 

①  都道府県警察に対して、模倣品・海賊版の密輸・密売組織の実態解明と

取締り、街頭における模倣品・海賊版の販売事犯の取締り、インターネッ

ト上での模倣品・海賊版販売及び公衆送信権侵害事犯の取締り、犯罪収益

の剥奪の推進を重点とした取締りの推進及び模倣品・海賊版の入手ルート

等仕出し国に関する調査の徹底を指示する。 

【警察庁】 

②  不正商品対策協議会を始めとする各業界団体と警察当局との連携をよ

り強化し、確度の高い情報に基づいた効果的な取締りを実施する。 

【警察庁】 

③  検察庁において、模倣品・海賊版に関する事犯について、警察等関係機

関と連携しつつ、厳正に対処する。 

【法務省】 

④ 産業財産権侵害事件の取締に協力するため、国内取締機関からの侵害事

件に係る照会に迅速に回答する。 

                            【経済産業省】 

 

３．育成者権の侵害対策強化 

ＤＮＡ品種識別技術の開発・実用化の効率化と円滑な活用に資するため、

海外におけるＤＮＡ品種識別技術の開発状況等を調査するとともに、民間団

体が行うＤＮＡ品種識別技術の開発を支援する。 

【農林水産省】 

 

 

Ⅳ．政府内・官民の連携強化  

 

１．政府模倣品・海賊版対策総合窓口の機能強化 

２００４年８月の政府模倣品・海賊版対策総合窓口（協議申立制度）の設

置以降、２００６年８月までの相談件数は計４１９件となったが、今後とも、

関係省庁と連携をとりつつ、権利者や企業等からの相談や申立に対し、親切、

迅速、適切に対応する。 

【経済産業省】 

２．官民の連携強化 

①  中国及び韓国における植物新品種保護制度の充実や運用の改善を働き

かけるため、２００６年度中に、中国及び韓国に育成者権保護官民合同ミ
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ッションを派遣する。 

【農林水産省】 

②  ２００７年６月を目途に、中国に対して官民合同ミッションを派遣し、

２００７年から２００８年に改正が予定されている中国の知的財産関連

法令に日本側要望が反映されるよう引き続き働きかけを行う。 

【経済産業省】 

③ ２００６年中を目途に、フランス政府や国内産業界と連携し、東京で模

倣品対策に関するフォーラムを開催する。 

【経済産業省】 

 

以 上 


